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保健医療局

（午後５時３０分　開会）
○事務局（江口）　はい。それでは定刻となりましたので、ただいまから、令和７年度第１回東京都へき地医療対策協議会を開催させていただきます。
　　委員の皆様方には、大変お忙しい中、本協議会にご出席をいただきまして、誠にありがとうございます。
　　私は、東京都保健医療局医療政策部救急災害医療課長の江口と申します。議事に入るまでの間、進行を務めさせていただきます。よろしくお願いいたします。
　　それでは開会に先立ちまして、保健医療局医療政策部医療政策部長、新倉より、ご挨拶をさせていただきます。
○事務局（新倉）　皆様、こんばんは。保健医療局医療政策部長の新倉でございます。
　　本日は大変お忙しい中、本協議会にご出席を賜りまして、誠にありがとうございます。今年度協議会の開催に当たりまして、一言ご挨拶申し上げます。
　　ご案内のとおり、本協議会は東京都におけますへき地医療体制の確保、充実、これを図ることを目的に、へき地の町村の代表者の方々、また、へき地医療機関の関係者、協力医療機関の関係者、学識経験者などにお集まりいただきまして、へき地勤務医師等の派遣の計画、また、へき地医療支援計画、これの策定を行うほか、へき地の保健医療対策について総合的にご議論いただきまして、へき地医療体制の整備に努めているところでございます。
　　また、今年度は新島村におきまして、自衛隊と連携しまして医療救護活動訓練を実施いたしました。その状況につきましても、本日、後ほどご報告をさせていただく予定でございます。
　　本日も、協議事項、また報告事項につきまして、委員の皆様から、どうぞ忌憚のないご意見をいただきまして、今後の事業展開へつなげてまいりたいと考えております。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○事務局（江口）　それでは、今回は、委員改選後、第１回目の協議会となっておりますので、お手元の委員名簿に従いまして、委員のご紹介をさせていただきます。
　　まず、へき地町村代表としまして、神津島村長、前田委員でございます。
○前田委員　よろしくお願いいたします。前田です。
○事務局（江口）　続きまして、檜原村長の吉本委員ですが、所用のため、福祉健康課の矢野係長が代理で出席をされております。よろしくお願いいたします。
　　続きまして、へき地医療機関代表としまして、小笠原村医療課長の鶴田委員でございます。よろしくお願いいたします。
　　大島町福祉けんこう課長、高橋委員でございます。
○高橋委員　よろしくお願いします。
○事務局（江口）　次に、新島村国民健康保険本村診療所事務長、植松委員でございます。
○植松委員　よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　続きまして、利島村住民課長、榎本委員でございます。
○榎本委員　榎本です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　続きまして、奥多摩町福祉保健課長、須崎委員でございます。
○須崎委員　須崎です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　続きまして、八丈病院長、木村委員でございます。
○木村委員　木村です。よろしくお願いします。
○事務局（江口）　続きまして、奥多摩病院長、井上委員でございます。
○井上委員　井上です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　次に、医師等確保事業協力病院・専門医療確保事業協力医療機関代表としまして、日本医科大学付属病院長、山口委員でございますが、所用のため、塚田事務部長が代理でご出席をいただいております。
○塚田委員代理　塚田でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　ありがとうございます。
　　続きまして、東邦大学医学部教授、髙月委員でございます。
○髙月委員　どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　続きまして、東京医科大学病院主任教授、石川委員でございます。
○石川（孝）委員　石川です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　続きまして、順天堂大学医学部教授、内藤委員でございますが、所用のため欠席のご連絡をいただいております。
　　続きまして、地域医療振興協会副理事長、宮崎委員でございます。
○宮崎委員　地域医療振興協会の宮崎です。いつもお世話になっております。よろしくお願いします。
○事務局（江口）　続きまして、日本赤十字社東京都支部総務課長、小野沢委員でございます。
○小野沢委員　よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　続きまして、杏林大学医学部教授、石井委員でございますが、所用のためご欠席の連絡をいただいております。
　　続きまして、日本大学歯学部教授、紙本委員でございます。
○紙本委員　紙本です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　次に、学識経験者としまして、東京都立墨東病院元院長、古賀委員でございます。
○古賀委員　古賀でございます。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　続きまして、自治医科大学卒後指導部長、山本委員でございます。
○山本委員　山本です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　次に、へき地医療拠点病院代表としまして、地方独立行政法人東京都立病院機構東京都立広尾病院長、田尻委員でございます。
○田尻委員　広尾病院の田尻です。どうぞよろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　次に、関係団体としまして、自治医科大学情報センター教授、石川委員でございます。
○石川（鎮）委員　自治医科大学の石川です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　次に、保健福祉関係者としまして、西多摩保健所長、渡部委員でございます。
○渡部委員　渡部です。よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　それから、本日オブザーバーとしまして、東京都島しょ町村一部事務組合、宮澤事務局長にご出席をいただいております。ありがとうございます。
　　続きまして、事務局側の幹部職員のご紹介をさせていただきます。
　　保健医療局医療政策部医療連携推進担当部長（医療調整担当課長事務取扱）、田口でございます。
○事務局（田口）　田口です。よろしくお願いします。
○事務局（江口）　続きまして、配付資料につきましては、お手元の次第に記載をしているとおりでございます。なお、参考資料９及び１０につきましては冊子となっておりますので、後日郵送とさせていただきます。
　　そのほか、不足等ございましたら、議事の途中でも結構ですので、事務局にお知らせいただければと思います。
　　続きまして、本日の会議の取扱いについてご説明いたします。
　　本日の会議につきましては、参考資料にございます東京都へき地医療対策協議会設置要綱第９によりまして、原則として公開となっております。
したがいまして、会議資料や委員名簿、そして本日の議事録全文について、発言者名を含め、後日、都のホームページに公開をさせていただくことになっておりますので、よろしくお願いいたします。
　　また、本日はＷｅｂ及び対面の併用方式での開催となっております。会議に当たりまして、皆様方に３点お願いがございます。
　　１点目、ご発言の際には、挙手、またはＷｅｂ参加の場合、挙手ボタンを押していただくようお願いいたします。挙手ボタンは参加者パネルのお名前の横にございます。事務局が画面で確認をし、会長へお伝えいたしますので、会長からの指名を受けた後、ご発言を押してください。
　　２点目、議事録作成のため速記の方が入っております。ご発言の際は、必ずご所属とお名前をおっしゃってから、なるべく大きな声ではっきりとご発言いただきますよう、お願いいたします。
　　３点目です。ご発言の際以外はＷｅｂのマイクをミュートの状態にしていただきますよう、お願いいたします。
　　次に、次第の２、本協議会の会長・副会長の選任に移らせていただきます。
　　協議会設置要綱の第４によりますと、会長は、「委員の互選により選任」され、その役割は「会務を総理する」ということになっております。
　　委員からのご推薦がございましたらお願いいたします。
○前田委員　神津島村長の前田でございます。
　　この協議会の前身、へき地医療支援計画策定協議会ですか、このときから参画いただいておりまして、また、会長職も就いておられたということで、引き続き古賀委員に就いていただければと思いますけれども、皆様、いかがでしょうか。
○事務局（江口）　ただいま、古賀委員を会長にということでご推薦いただきましたが、古賀委員、会長ということでよろしいでしょうか。はい。ありがとうございます。
　それでは古賀委員、会長のほう、お願いいたします。
○古賀会長　古賀でございます。
都立病院の医療現場を離れて、もう１０年以上たちますけれども、その間も島しょ地域の保健医療関係の仕事のお手伝いをしてきております。前回に引き続き、会長の任を務めさせていただきたいと思いますので、皆様、よろしくお願いいたします。
○事務局（江口）　古賀会長、ありがとうございました。
　　それでは、ここからの進行につきまして、よろしくお願いいたします。
○古賀会長　それでは改めて、私のほうで議事進行に移りたいと思いますが、その前に、本協議会の副会長の選任をしなければならないと思います。協議会の設置要綱の第４によれば、副会長は会長の指名により選任されるとあります。「会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する」というふうにされておりますので、私のほうから指名させていただきます。
　　副会長には、東京都だけではなくて全国のへき地医療にも精通され、前回も副会長職をお願いしております自治医科大学情報センター教授の石川鎮清先生にお願いしたいと思いますが、皆様いかがでしょうか。
（異議なし）
○古賀会長　はい、ありがとうございます。
ご賛同を得たと思いますので、石川委員に副会長をお願いしたいと思います。
石川委員、一言ご挨拶いただけますでしょうか。
○石川（鎮）副会長　はい。古賀会長の指名ですので、このたび副会長を担当させていただきます。会長を補佐し、この会がうまく運営できるようにサポートしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○古賀会長　はい、ありがとうございます。
　　それでは、お手元の議事次第に沿いまして、議事を進めてまいりたいと思います。
　　１９時、７時をめどに進行したいと思います。皆様の多くの意見をいただきたいと思いますが、議事進行にご協力、よろしくお願いいたします。
　　それでは、次第の３、協議事項の１に入ります。
　　令和８年度へき地勤務医師等派遣計画（案）につきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。
○事務局（高橋）　医療政策部救急災害医療課の高橋でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
　　初めに、資料１－１、令和８年度へき地勤務医師等派遣計画策定方針についてをご覧ください。
　　医師確保の基本的な考え方としましては、１に記載のとおり、まずは町村が自ら確保することを原則としますが、町村において確保することが困難な場合には、東京都に対して協力要請を行います。町村から要請を受けた都は、２の派遣計画策定方針のとおり、へき地医療対策協議会でご意見を聞き、医師等の派遣計画を策定することとしており、その際には、（２）のアからオの順位を踏まえて派遣計画を策定しております。
　　なお、自治医科大学の卒業医師の派遣については、資料の下、注２に記載のとおり、より医師の確保が困難な小離島を中心に配置していくこととしております。
　　続きまして、資料１－２、令和８年度へき地勤務医師等派遣計画（案）をご覧ください。１ページ目及び２ページ目が医科、３ページ目が歯科となっております。
　　まずは医科の表についてご説明いたします。左から順に、町村名、医療機関名と診療科名、令和８年度案、令和７年度の派遣実績を記載してございます。また、医師の確保形態を職員等、義務年限医、支援ドクター、確保事業の４区分とし、該当する区分に丸をつけてございます。
　　職員等とは町村が採用する職員であり、指定管理者の場合の法人の職員も含まれております。義務年限医とは自治医科大学卒業医師、支援ドクターとは東京都地域医療支援ドクター、確保事業とは、へき地勤務医師等確保事業により事業協力医療機関から派遣される医師となります。
　　それでは、令和７年度からの主な変更点をご説明いたします。
１ページ目の下から２行目、三宅村中央診療所ですが、現在の義務年限医３名から、義務年限医２名及び支援ドクター１名の派遣となる予定でございます。
　　続きまして、２ページ目をご覧ください。
町立八丈病院ですが、聖マリアンナ医科大学病院からの産婦人科医の派遣が終了し、来年度は職員として産婦人科医１名を採用する予定となってございます。
　　続いて、小笠原村診療所ですが、今年度末で職員１名が退職となりますので、現在の職員２名、義務年限医１名から、職員１名、義務年限医２名となる予定でございます。
　　一番下の合計欄をご覧ください。各項目の増減はございますが、全体の医師数としては３６名で、令和７年度と変更はありません。
　　３ページ目は、歯科医師の確保、派遣についてでございます。
　　歯科は、島しょ地域の比較的小規模な村では、常勤ではなく臨時の専門診療として確保されていることから、確保形態の区分は職員等と専門医療と確保事業の３区分で表記してございます。
　　変更点といたしましては、小笠原村診療所が令和８年度は日本大学からの派遣となってございます。
　　説明は以上でございます。
○古賀会長　ありがとうございました。
　　へき地の勤務医師、なかなか確保、配置が難しいところなのですが、今年度も表のように３名ほど変更がありましたが、過不足なく派遣計画ができた、立てられたというところでございます。
　　今の説明で何か分からないところ、あるいは疑問点がございましたらお伺いしたいと思いますが。
　　新しい委員の方は、見慣れない表で、ちょっと分からない、難しいところもあったかもしれませんが、ご理解いただけましたでしょうか。よろしいでしょうか。
　　ご意見がございませんようですので、一応この８年度のへき地勤務医師派遣計画は事務局の案のように決定していきたいと思いますが、本協議会で、この医師確保に対して協議された事項につきましては、地域医療対策協議会に承認を求めるということになっております。協議会の原案どおり、この計画を地域医療対策協議会に承認を求めるということでご賛同いただいたということでよろしいでございますよね。
（異議なし）
○古賀会長　はい。それでは事務局のほう、この形で地域医療対策協議会に承認を求めることを進めていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。
　　それでは、協議事項を進めます。
　　２の令和８年度へき地医療支援計画（案）につきまして、事務局から説明をお願いいたします。
○事務局（高橋）　救急災害医療課の高橋です。
　　それでは資料２－１、令和８年度へき地医療支援計画（案）についてをご覧ください。
　　こちらの表は、都が行うへき地支援事業につきまして、上からローマ数字のⅠ医師等確保支援、Ⅱ医療提供体制支援、Ⅲ診療支援、Ⅳ普及啓発の４区分に分け、左から事業名、令和８年度計画案、令和７年度分として１２月までの実績、令和６年度実績の順に記載したものでございます。
　　なお、令和８年度の実施計画案に記載されている予算額ですが、こちらは東京都の令和８年度歳入歳出予算が議会で可決された場合に確定となる予定の額でございます。
　　変更点や追加した点を中心にご説明いたします。
　　まず、Ⅰ医師等確保支援でございますが、（１）と（２）の自治医科大学関係につきましては後ほどご説明をさせていただきます。
　　（３）へき地医療対策協議会の８年度計画欄の検討部会の中に遠隔医療を追加してございますが、本日の協議事項となってございますので後ほどご説明させていただきます。
　　（７）（８）（９）（１１）（１２）につきましても、後ほど個別にご説明させていただきます。
　　次に、Ⅱ医療提供体制支援でございますが、（６）へき地産科医療機関設備整備補助については、町村への事前調査において、来年度の整備案件はなしという結果となってございます。
　　続きまして、Ⅲ診療支援についてでございますが、（１）へき地勤務医師不在時の代診医の派遣につきましては、都立病院から積極的な協力を得ることができており、実績が増えていることから予算を増額してございます。
　　続きまして、（２）三者協定に基づく島しょ地域の救急患者搬送体制についての予算額ですが、搬送で使用するために整備している医療機器等のうち、８年度に更新が必要な機器が、７年度よりも高額なものが少なくなっておりますので、予算も減額となってございます。
　　なお、搬送実績と（４）の画像電送システムによる診療支援の実績、（７）へき地医療拠点病院の実績については後ほど個別にご説明いたしますが、来年度から本土の医療機関において島しょ地域の妊産婦の受入れ体制を構築するため、参考資料５でつけておりますとおり、へき地医療拠点病院運営費補助に「島しょ妊産婦用宿泊施設確保」（補助率１０分の１０）のものでございますが、これを補助メニューとして追加し、都立広尾病院において島しょ妊産婦専用の宿泊施設を確保することとしてございます。島から本土に来て出産される方の負担の軽減になればと考えておりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
　　また、（８）へき地におけるデジタル技術を活用した医療提供体制の充実につきましては報告事項に含めてございますので、その際に改めてご説明させていただきます。
○事務局（廣瀬）　それでは、私からは、今の医師等確保支援事業の中の三つの事業についてご説明したいと思います。医療政策部の医療人材課の廣瀬と申します。どうぞよろしくお願いいたします。
　　まず資料２－２、自治医科大学についてをご覧ください。
　　自治医科大学につきましては、将来、地域医療に従事する医師を育成する目的で４７都道府県が共同して設立している大学でございまして、東京都におきましても運営費を負担しており、毎年２名から３名の東京都出身の学生を送って育成していただいているところです。
　　２ページ目をご覧いただきまして、医師国家試験の実績や実施状況は記載のとおりとなりますので後ほどお目通しいただきたいのですが、ページの下の７、夏季学生研修につきまして、こちらは、将来のへき地派遣に備えまして学生を対象に毎年度実施しているところです。今年度は、令和６年度に続きまして、利島村、式根島、それから神津島村で実施させていただきました。
　　自治医科大学の学生５名と地域枠の、これは慈恵医科大学の５年生なのですけれども、その５年生１人の合計６名、参加いたしました。関係者の皆様方には温かく迎えていただきまして、改めて、この場をお借りいたしまして、ご協力に感謝申し上げます。ありがとうございました。
　　続きまして、資料２－３、東京都地域医療支援ドクターについてをご覧ください。
　　この事業は、事業概要のところにございますように、地域医療の支援に意欲を持つ医師経験５年以上の医師を都職員として採用いたしまして、医師不足が深刻な市町村、公立病院等に一定期間派遣するという事業になっております。
　　２の令和７年度の在籍者数ですが、現在７名となっておりまして、内訳としまして、多摩地域の公立病院への派遣勤務が５名、それからキャリアアップの専門研修を行っている者が２名ということになっております。今年度は、へき地に派遣をしている支援ドクターはございません。
　　来年度８年度につきましては、先ほどのへき地派遣の計画の中にもございましたが、１名、三宅村に派遣を予定しているところでございます。
　　続きまして、資料２－４、奨学金についてご覧ください。
　　こちらは、東京都地域医療医師奨学金ということで、概要に書いてございますが、都内で医師の確保が困難な小児、周産期、救急、それからへき地医療に将来医師として従事する意思のある者に奨学金を貸与いたしまして、一定の条件の下に返還を免除するという制度になってございます。
　　２の特別奨学金についての（１）なのですけれども、今年度につきましては順天堂大学６名、杏林大学１０名、日本医科大学５名ということで募集を行っております。
貸与状況、（３）のところなのですけれども、令和８年度は今申し上げたように２１名の貸与を予定しておりまして、令和７年度現在の累計としましては、３９１名に対し貸与を行っております。
　　その貸与者の医師免許を取得した後の、臨床研修が終わった後の従事分野状況としましては、各分野ともバランスよく、ここに書いてあるような形で従事していただいているところとなっております。
　　最後に、ページをめくっていただきまして、３ページ目の５のところをご覧いただきたいのですが、地域医療学生の研修の実施状況ということで、先ほどの自治医科大学の学生と同様に、特別貸与奨学金の学生に対しましても、へき地の町村のご協力を得まして現地での研修を実施しております。こちらは大学１年生を対象に行っておりまして、本年度も三宅村で３大学２３名を４日間受け入れていただきました。こちらも、三宅村の関係者の皆様方には、改めまして、この場を借りてご協力に感謝申し上げます。どうもありがとうございました。
　　資料のご説明は以上となります。
○事務局（高橋）　次、救急災害医療課の高橋でございます。
資料２－５から資料２－９まで、引き続き私のほうから説明させていただきます。
　　まず、資料２－５、島しょ地域医療従事者確保事業についてをご覧ください。
　　まず、（１）の無料職業紹介事業所についてです。
　　へき地医療機関への就職を希望する医療従事者を対象に、求人、求職の登録や相談、職業紹介を実施したり、出張相談会を行ったりしてございます。今年度も、各イベントに出展いたしまして普及啓発を行いました。
そのほか、求職登録者数、紹介件数等の実績は、上段に記載のとおりとなってございます。
　　次に、（２）の派遣労働者向け事前研修事業についてです。
　　本事業は、へき地町村が人材確保策の一つとして労働者派遣制度を活用できるよう、いわゆる人材派遣の事業者から派遣される医療従事者に対して必要な内容の研修を事前に受講していただくものでございまして、都ではｅラーニングを活用し、オンラインで受講していただいております。本事業の実績は記載のとおりとなってございます。
　　続きまして、２ページ目をご覧ください。
　　島しょ地域医療従事者確保事業ですが、こちらは島しょの町村が医療従事者を対象にした現地見学会を開催する場合に、参加者の旅費や募集広告の費用を補助する事業でございます。今年度は、島しょ１村で実施計画がございましたが、取下げとなってございます。
　　続きまして、資料２－６、へき地専門医療確保事業計画（案）をご覧ください。
　　こちらは、へき地町村では確保することが困難な専門的な診療科で、町村外から専門医を招いて診療を行う場合に都が経費を補助している事業でございます。本事業の補助対象を含む令和８年度の実施計画を町村に確認し取りまとめたものがご覧いただいている一覧で、前年と同程度の規模が維持されるという予定となってございます。
　　次に、資料２－７、島しょ救急患者搬送実績をご覧ください。
　　資料左上の町村別搬送人数、これは、令和６年度は１７１名でございました。令和７年度は１２月までで既に１６５人となってございまして、今年度は１０年平均と同程度の見込みとなってございます。
　　中ほどの収容病院別では、広尾病院や多摩総合医療センターなどの都立病院が全体の９割を受けていただいており、添乗医師の派遣につきましても同様にご協力いただいてございます。
　　次のページは、搬送実績の２０年の推移を示したグラフとなってございますので、ご参照ください。
　　続いて、資料２－８、島しょ医療用画像電送システム使用実績をご覧ください。
　　医療用画像電送システムは、広尾病院と島しょの公立医療機関との間を専用回線で結び、島の医師が広尾病院の医師から助言を受けられる環境を整えているという事業でございます。１ページ目が令和６年度の実績で、年間１，０２６件、診療科別では多い順に、診療放射線科、これが約半数、次いで整形外科、救命救急科、内科系となってございます。
　　２ページ目は、令和７年４月から１２月までの９か月間の実績で、既に１，０５１件となっております。これを基に算出した推定値では、例年より少し増加し、１，４００件ほどとなる見込みでございます。
　　続きまして、資料２－９、東京都へき地医療拠点病院運営事業についてをご覧ください。
島しょ地域の拠点病院である都立広尾病院での、令和６年度の活動実績でございます。（１）の救急患者搬送、（２）の代診医師の派遣、（３）専門診療の実施、（４）の遠隔医療による診療支援、（５）島しょ医療研究会については記載のとおりとなってございます。多岐にわたり、広尾病院の皆様には多大なるご協力をいただきまして、厚く感謝申し上げます。
　　駆け足でのご説明となって大変恐縮ではございますが、事務局からの説明は以上になります。
○古賀会長　ありがとうございました。
へき地の医療確保のために、この大きな表のように、医師の確保の支援、医療提供の体制の支援、そして診療の支援、さらには普及啓発ということで計画を立てられております。それぞれ個別にも追加で説明をいただきましたが、この表の予算も含めて、何かご質問あるいはご意見がございましたら、どなたか挙手が挙がっていますか。
○古賀会長　宮崎委員、お願いします。
○宮崎委員　地域医療振興協会の宮崎です。幾つか教えてください。
　　まず、支援ドクターの方の、支援実績が昨年度はなかったという話なのですけど、これは前に聞いたかもしれないですけど、ふだんはどこにいらっしゃるのか教えていただきたいということが１点ですね。
　　あともう一つ、専門診療のところで小児科医というのがあったのですけど、昨今、小児科医、東京都内のシーリングとかも結構厳しくて、逆に何か必要だとすれば、そんなに、ちょっと実感としてはあまりないのかなということと、それよりは、やはり、へき地医療と書いてあったのですけど、総合診療というのがなぜないのかなというふうに、ちょっと疑問に思いました。
　　あと、もう一つ教えていただきたいのは、救急搬送の実績というのは恐らくヘリコプターだと思われるのですが、要請があって不搬送という例はあるのでしょうか。
　　以上です。お願いします。
○古賀会長　ありがとうございます。事務局、三つの質問、お願いいたします。
○事務局（廣瀬）　まず１点目の支援ドクターなのですが、昨年は、へき地への派遣はなかったのですが、多摩地域の町田市民病院や青梅総合医療センター等の公立病院のほうで勤務いたしました。へき地派遣に関しましては、へき地医師確保計画に基づき自治医大の先生等でご対応いただいたということになります。
○古賀会長　すみません。たしか、派遣以外のときにはどこで勤務しているのですかというご質問でしたね、宮崎委員。
○宮崎委員　そうです。
○古賀会長　事務局。
○事務局（廣瀬）　申し訳ありません。
○宮崎委員　先ほどのお話だと、青梅とか、そちらのほうでふだん働いていらっしゃるというご回答だったように思えるのですが、いいですか。
○事務局（廣瀬）　支援ドクターの仕組みとしまして、基本６年間の勤務のうち、１年派遣による支援勤務を行い、次の２年に都立病院等で行うキャリアアップ研修という形での勤務となっています。これをもう一度繰り返して計６年ということになっておりまして、支援勤務に入っていないドクターは、基本的には都立病院で勤務しながら研修されているということになります。
○宮崎委員　すなわち、ふだんは都立病院にいらっしゃるということですね。
○事務局（廣瀬）　主に、そうなっております。
○宮崎委員　そこを確認したかったんです。はい。ありがとうございます。
○古賀会長　ほかの質問は。
○事務局（廣瀬）　すみません、二つ目のご質問。
○宮崎委員　総合診療の研修というのは考えられていないのでしょうかということです。
総合診療の研修事業というのは確保、総合診療医の確保ということですけど。
　小児科はそんなにもう必要ないんじゃないかなという、ちょっと個人的な印象を受けているのと、もう一つは、総合診療のほうが今、より必要とされているような個人的な印象を持っていたので、そういうふうに質問させてもらいました。
○事務局（廣瀬）　医師奨学金の制度についてのご質問ですので、私のほうからご回答いたしますが、現在、都の保健医療計画に基づき医師の育成を図る分野として、６年間奨学金を出して医師になった後はこちらに記載の４分野の医師として従事していただくということで制度を行っているところでございます。
　　へき地の分野を選んだ方ですと、この分野は特に診療科の縛りがないので、中には、総合診療の専門研修等を選んで従事しながら、へき地の医療に従事していらっしゃる方もおります。保健医療計画では、今のところ、総合診療に関しましては、都立病院機構、都立病院のほうでプログラムを持ってやっていただいているという形になっております。
○古賀会長　ありがとうございます。
上部組織の医療対策協議会の中でも先生と同じようなご意見が結構出ていまして、将来的に総合診療を進めて、小児科医療はあまり必要ないんじゃないかというような考えも出てきておりますし、その内容の検討につきましては、このへき地医療対策協議会よりも、むしろその上の医療対策協議会のほうで協議をしているというところでございますので、その点でご理解いただければと思いますが、よろしいでしょうか。
○宮崎委員　はい、ぜひ意見として残していただきたいと思います。
○古賀会長　ありがとうございます。
　　それから、最後のご質問で、ヘリ搬送で要請があったのに不搬送になった例もあるのではないかということですが、事務局のほう、いかがでしょうか。
○事務局（高橋）　基本的には、要請があったものは救急搬送で運んではございますが、要請があった後に患者様がお亡くなりになってしまったとかいう理由で搬送が中止になった実績がございます。
　　以上です。
○宮崎委員　ですので、それがどれぐらい、ごく僅かですか。
○事務局（高橋）　そうですね。私、今２年目なのですが、片手で数えられるというか、１、２件しかなかった記憶ですね。
○宮崎委員　分かりました。ありがとうございます。
都のドクターヘリ事業では不搬送が結構多いので、島の場合、島しょの場合はどうかなと思って確認させてもらいました。ありがとうございます。
○古賀会長　私の経験値でも、かなり不搬送は、島しょの場合は少なかったような記憶でございます。
○古賀会長　榎本委員、お願いいたします。
○榎本委員　すみません。利島村の榎本です。よろしくお願いいたします。
　　２－６の資料をちょっと拝見させていただいて、村のほう、利島村のほうも、やはりこの専門医の確保というのが非常に、２－６ですかね、ごめんなさい、資料２－６ですね。非常に確保が苦慮しているところでございまして、都立病院機構さんのほうにもなかなかご協力いただくようなことにもなっているといったところでございますので、そこについては、へき地の専門診療の確保について特段のご配慮をいただければと思いまして発言させていただきました。
よろしくお願いいたします。
○古賀会長　ありがとうございます。
事務局、何か追加でございますか。
○事務局（高橋）　そうですね、こちらも、東京都も引き続きご協力させていただきたいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
○榎本委員　よろしくお願いします。
○古賀会長　ほかにご意見はございませんでしょうか。
拠点病院の田尻委員、何か追加とかコメントはございますか。
○田尻委員　特にはございません。あまりヘリの不搬送は、あまり、確かに少ないかなというふうに思いますが。
○古賀会長　ありがとうございました。
ほか、ご意見はよろしいでしょうか。
　　それでは、このへき地医療支援計画につきましても、令和８年度の事業実施等も含めまして地域医療対策協議会に承認を得るということにいたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
　　それでは、次の議事に移りたいと思います。
　　協議事項の３です。専門診療における遠隔医療の在り方検討部会（仮称）の設置についてになります。
　　事務局のほうから説明をよろしくお願いいたします。
○事務局（鴨下）　保健医療局救急災害医療課の鴨下と申します。
　　今、資料３の資料を共有させていただいております。
　　専門診療における遠隔医療の在り方検討部会（仮称）ということについてになりますが、まず現状といたしまして、天候不良等で交通アクセスが遮断されてしまって、先ほども話題に上がりました、専門診療の際に専門の先生が島に行けずに、やむを得ずそのときの診療を中止するということが発生しているということで、昨年度、令和６年度から、オンラインでの遠隔診療支援というのを補助メニューに追加いたしまして、Ｄ　ｔｏ　Ｄ　ｗｉｔｈ　Ｐという形での、診療を支援する際の経費を補助しております。
　　ただ、この形式が、通常の専門診療の実施方法とは異なって、島の先生に通常診療のほかに専門診療の患者も診療していただく必要があるということもあるのか、現状、活用がなかなか進んでいない状況ですので、オンラインでの連携診療のさらなる活用というのを今後見据えまして、今のところ補助対象とはしていない形式での実施についても、課題とか実施方法とかを検討していこうということで考えております。
　　これまでの取組といたしましては、協議会の資料のほうでも、参考資料としてずっとつけさせていただいておりますこちらの事業を６年度から追加をしておりました。
　　主な検討内容としては、どういった診療科、診療内容が可能なのかですとか、機器それから必要な経費、それから実際の運用方法ですね。どういった形ならできるのだろうかということを検討していければというふうに考えております。
　　委員構成といたしましては、拠点病院や、島しょの事務方の皆様や、島しょの先生方ですとか、協議会にご参加いただいております先生方のほうからお願いをしたいというふうに考えております。
　　スケジュールといたしましては、今年の６月頃に第１回ＰＴ部会というのをやらせていただいて、翌月に第２回で中間まとめということをさせていただいて、その中間まとめを基に当方の予算の計上等を検討していきまして、秋から冬にかけて、第３回ということで、今度はいろいろルールですとかそういったところを検討させていただいて、検討結果をまとめまして、来年度のこの時期にまた予定をしておりますへき地医療対策協議会において、検討結果について報告をさせていただければというふうに考えているところでございます。
　　資料の説明としては以上になります。
○古賀会長　ありがとうございました。
島しょ地域における遠隔医療の在り方というところで、スタートラインには立ったものの、思うように活用が進んでいないということで、今後に向けて課題や実施方法を検討するために、親会全体で協議するよりは、まず部会を立ち上げて、部会で検討して、その結果を親会で検討していこうという形になると思いますが、いかがでしょう。
何かこの部会の開設につきまして、ご意見等はございますでしょうか。
特にございませんでしょうか。
　　それでは、今、事務局から説明がありましたように、今後の遠隔医療の在り方、課題や実施方法等の検討のために部会を立ち上げたいと思います。
東京都のへき地医療対策協議会の設置要綱の５によりまして、小委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定めるとなっておりますので、要綱の制定、委員の選任等は、私と事務局のほうで相談して決めていきたいと思っております。
検討部会での検討をよろしくお願いしたいと思います。ありがとうございます。
　　それでは、事務局、部会を立ち上げる準備をお願いいたします。
　　それでは、進めたいと思います。
　　次第の４の報告事項に移りたいと思います。
　　１番目、へき地におけるデジタル技術を活用した医療提供体制の充実について、資料の４－１、４－２ですかね。事務局のほうで、今のことにも関連すると思いますが、説明をよろしくお願いいたします。
○事務局（鴨下）　お待たせしました。救急災害医療課の鴨下です。
　　続きまして、資料４－１を今、共有をさせていただいております。
　　デジタル技術を活用したへき地医療の推進ということにつきましては、令和４年度から、こちらの協議会のほうで課題や方向性について協議をさせていただいて、その内容を踏まえて取組を実施しているところでございます。
　　今年度につきましては、特にＤ　ｔｏ　Ｄの画像電送による診療支援ですとか、あとは、それから一番下の、第５世代移動通信システム（５Ｇ）を活用した診療支援についてというところを中心に取り組んでまいりました。
　　まず、Ｄ　ｔｏ　Ｄの画像電送による診療支援についてになりますけれども、こちらについては昨年度、こちらの協議会でもスケジュールについてご説明させていただいたところではございますけれども、実施しておりましたＰＴでの検討事項を踏まえまして、昨年１２月に無事更新を完了いたしました。更新後も問題なく運用が行われているところでございます。
　　本支援にかかります各経費については、今年度同様、来年度も引き続き補助金にて支援を継続していく予定というふうになってございます。
　　続きまして、一番下、第５世代移動通信システム（５Ｇ）を活用した診療支援についてになります。こちらについては、現在、広尾病院さんと、それから八丈病院さんとの間で診療支援という形で行っていただいておりますが、現在ほかの、八丈島以外の島の皆様にもご協力をいただいて、東京都から委託しております業者によって調査を行わせていただいております。
　　資料４－２をご覧いただければと思います。こちらは調査の概要となってございますけれども、他島展開等を検討していくに当たりまして、今年度、各島の皆様に対して、５Ｇ通信を医療に活用できる環境の有無ですとか、診療支援の活用可能性とか、それから実施に当たっての課題とかについて、ヒアリング等で調査を行わせていただいております。
　　期間といたしましては、まさに今やっているところでして、実施機関としましては、日本遠隔医療協会の調査員のほうが各島を訪問してやらせていただいております。
　　今回、この調査をいたしまして、結果を活用する方針といたしましては、今まさにやっております、東京都立広尾病院と町立八丈病院で行われている５Ｇ通信を用いた遠隔診療支援について、ほかの島の医療機関に展開をするに当たって、課題を、どういったものがあるのかということの把握とその解消、それから、５Ｇ通信を活用したそれ以外の診療支援のうち、何か効果的な支援策はあるのだろうかというところを把握しまして、かつ、その実施の可否について検討するために、今回の調査結果については活用していく方針というふうになっております。
　　資料が戻りまして、４－１なのですけれども、先ほど部会についてご説明をさせていただきましたとおり、この真ん中のＤ　ｔｏ　Ｐ　ｗｉｔｈ　Ｄ　ｏｒ　Ｎについては、来年度、部会にて検討させていただきたいというふうに思っております。場合によっては、こちらに関して、また各島の医療機関の皆様ですとか、場合によっては各島の島民の皆様にもちょっと調査という形でお伺いすることがあるかというふうに思いますけれども、その際は、申し訳ありませんが、ご協力をいただければと思います。
　　以上になります。
○古賀会長　ありがとうございました。
デジタル技術を活用した医療提供体制の充実を進めていこうというようなところでございますが、今の説明で何か追加のご意見は。
○古賀会長　榎本委員、どうぞ。
○榎本委員　すみません。ありがとうございます。利島の榎本でございます。
　　ちょっとお伺いしたいのが、５Ｇの遠隔診療が、東京都さんのほうでお話が始まって大分たつのかなと思って、離島のこういった小さな医療機関しかないところとしては非常に、何か未来が開けたら、最初は未来が開けたのかなというような気がしておりました。その後、ちょっと分からないのですけども、八丈病院さんと広尾病院さんとの間で５Ｇを使ったところというのは、目に見えた成果というか、そういったところというのは何かあるのかをちょっと教えていただきたいのですけれども。
○古賀会長　ありがとうございます。
事務局からにしますか。どうしましょう。
　　八丈町の木村委員、聞こえますでしょうか。何かご意見はございますか。
○木村委員　すみません。八丈島の病院の木村です。聞こえますでしょうか。
○古賀会長　はい、大丈夫です。
○木村委員　私、主にそちらでエコーを広尾病院の循環器の先生に見ていただいて、行っていて、診療そのものは、向こうのほうの先生いわく、非常にリアルタイムに心臓の動きも見れるとか、非常に高画質だというご意見をいただいて、そこでまた患者さんとの治療方針も含めたアドバイスもいただきながら、非常に質が高い診療を行えてはいるのですが、結局、今ちょっと件数がこなせなくて、月に２件で、ちょっと２か月ごとにしていて、もうちょっと増やせることは増やせるのですが、やはりちょっと実質、通常医療もやっている間でこう、我々と、あと広尾病院の先生の時間を合わせるというところで、ちょっと無理のないスケジュールでやっている以上、なかなかちょっと件数が増やせないのかなとか、あとちょっと、そこからこう、何というのですかね、必要な患者さんの数だけちょっとこなせていないという印象です。
　　ですので、これを言ってしまったら元も子もないのですけど、超音波技師の方が例えば定期的に来ていただくのが、本当にこのエコーとかに関してはもう実用的かなと思っているのですが、ちょっと５Ｇとはずれてしまうのですが。そんな状態です。
○古賀会長　ありがとうございました。
拠点病院の広尾さんのほうは何か、田尻委員、ありますか。
○田尻委員　５Ｇに関しては、月に数日、今エコーをやっているだけなので、大変もったいない状況です。一昨年のこの会で、私、皮膚科とか、目で見て分かるような診療科の診療をしたらという話を発言したと思うのですけど、いまだにできていません。
　　先ほど、ほかの島にも引くというお話があったと思うので、もちろん入ればいろんなことができるようになって多くの島の方々の役に立つと思いますので、ぜひ早くそうしてほしいなと思います。
　　５Ｇがなくても、先ほど画像電送の話もありましたが、画像電送ってほとんどレントゲン画像といいますか、そちらの放射線画像しか来ないのですが、写真とか動画とか、送れるのだったら送ってもらって、それで診療するということも使えるんじゃないかなと思ったりもするので、ちょっといろいろ何か考えて、ほかの診療科にも使えるようにしていただけたらいいかなと。うちとしては、何かそういう決まりができればもちろん協力させていただく姿勢でおりますので、ぜひちょっとご検討いただければなというふうに思います。
○古賀会長　ありがとうございました。
貴重なご意見だと思いますし、まだまだ活用の範囲が広がっていきそうなところもございますので、今報告がありましたように、訪問調査をしてデジタルの活用に皆様のほうでご意見をいただければと思います。
　　ほかに何かご意見はございますでしょうか。
○榎本委員　すみません、利島の榎本です。ありがとうございました。
　　それで、あともう一点、ちょっとお話をさせていただきたいのが、利島村、医師１人といったところで、レントゲンの放射線技師さんもいないというようなところでも、遠隔でレントゲン撮影の技術提供とかができる装置とか、そういったところとかもあるようにお見受け、遠隔で動かせるようなものも見受けられると思いますので、そういったところでも、ぜひ、このデジタル技術を活用した医療体制の中に組み込んでいただければなと思います。
よろしくお願いいたします。
○古賀会長　ありがとうございました。
事務局のほう、今のご意見等、よろしくお願いしたいと思います。
　　それでは、先へ進ませていただきます。
　　報告事項の２番目、島しょ地域リハビリテーション提供体制構築支援事業につきまして、事務局のほうから説明をお願いいたします。
○事務局（高橋）　救急災害医療課の高橋でございます。
　　それでは、資料５をご覧ください。
　　１ページ目が事業の概要となります。本土の病院での入院治療を終えた島しょ地域の患者が早期に帰島できるよう、島の医療機関と本土の医療機関との間における連携体制の構築を支援することを事業目的としてございますが、島の医療機関で行われていないリハビリテーションを開始するというものでございますので、事業概要に記載のとおり、連携体制の構築というものだけではなくて、島内でのリハビリテーションを実現するために必要な設備等をより実践的に検証するといったことも入ってございます。
　　摂食嚥下訓練等のニーズがある新島村と八丈町を実施機関とし、本土による機関から、言語聴覚士の派遣や、遠隔でリハビリテーションを支援するといったことですとか、連携体制を強化して新たに島でのリハビリテーションを実施することによって、患者の早期帰島を目指すといった事業でございます。
　　２ページ目になります。
　　事業開始までの検討体制として、この協議会の下に、東京都島しょ地域リハビリテーション検討部会というものを設置して、その検討結果を昨年度この協議会において報告させていただきまして、今年度から実施することとなった事業でございます。
　　関係者及び調整状況になります。
関係者としましては、資料とちょっと順番が前後しますが、島からの急患搬送ですね、その急患搬送を受け入れていただいている急性期医療機関として、都立広尾病院、そこから本土内で転院先となります回復期リハビリテーション医療機関、現在ここと調整中になるのですが、ここが支援側の医療機関となります。そして、支援を受けて島でのリハビリテーションを実施する機関として、新島村及び八丈町。ここに事業主体として東京都が入りまして、現在、調整を行っているという状況でございます。
　　今年度の調整状況についてでございますが、もともとの予定としては事業開始年度のところに記載してございますが、３年間のモデル事業として、今年度早い段階でリハビリテーションを開始するという計画をお示ししてございましたが、それぞれの関係者、特に事業の中心となります、支援する回復リハビリテーション医療機関のほうとやり取りをしていく中で、それぞれ疑問を解消しながら内容を具体化していくという形になったこともございまして、この調整にちょっと時間を要してしまいまして、最近になってようやく、新島村での開始に向けて事務手続に入ったという状況でございます。
　　なお、八丈町については、台風２２号及び２３号によって被災した影響を考慮しまして、ちょっと途中で調整を中断させていただいてございました。来年度、調整を再開し、契約に向けたお話を改めて進めさせていただく予定でございます。スケジュールが大幅にずれ込みまして、ご迷惑をおかけしてございます。
関係者の皆様には、引き続きご協力方、どうぞよろしくお願い申し上げます。
　　説明は以上となります。
○古賀会長　ありがとうございました。
リハビリテーションの提供体制の構築支援事業ということですが、私も部会にオブザーバーで出席させていただいていましたが、リハビリの体制、人材の確保、そうしたこと、それから患者側にも問題があるというようなところもあって、なかなか的が絞りにくい形、そして今説明があったように、支援側のほうの問題もいろいろございまして、ちょっと事業の進行が進んでいるということでございますが、今年度から少しずつ体制をつくりながら事業を進めていくというような説明でございました。
　　何かもしあれば、お一方。
○古賀会長　宮崎委員、どうぞ。
○宮崎委員　宮崎です。すみません。
支援側のリハビリテーション病院というのは、具体的にはどういった病院か、言えるなら教えていただきたいのですけど。
○古賀会長　事務局、いかがでしょう。
○事務局（江口）　救急災害医療課長の江口と申します。
　　部会にも参画をしていただいておりました回復期の病院でございまして、平成福祉グループですかね、こちらの病院さんのほうと具体的な調整をさせていただいて、まだ契約までは至っていないのですが、仕様書の中のいろんな疑問点とかを解消しながら意見交換をしているところでございます。
○古賀会長　よろしいでしょうか。もう一方。
　植松委員、どうぞ。
○植松委員　新島村の植松です。
こちらの事業なのですが、３年間のモデル事業で、今年度当初からというお話だったと思うのですが、実際には、今まだ新島村のほうでは何も始まっていない状況なのですが、これって、その３年間、今年度からというのはもう変わらないということですか。例えば、実施が１年ずれて実施するとかというふうにはならないのでしょうか。
○古賀会長　事務局、いかがでしょう。
○事務局（江口）　ちょっとずれ込んでしまっていますので、今後、７年度からの３年間の中でスケジュールを見直す必要があるかなとは思っております。ただ、３年間という形でのモデルでスタートしていくということには変わりはございませんので、そこら辺はご了承いただければと思います。
○植松委員　はい、ありがとうございます。
○古賀会長　よろしくお願いしたいと思います。
　　それでは、先に進めさせていただきます。
　　報告事項の（３）重点医師偏在対策支援区域における診療所継承・開業支援事業について、事務局のほうから説明をお願いいたします。
○事務局（廣瀬）　医療人材課の廣瀬です。
資料６でご説明いたします。こちらは報告事項になるのですが、昨年度のこちらのへき地の医療対策協議会においても状況のほうをご説明したのですが、医師偏在対策パッケージというのを国のほうが取りまとめまして、本日の資料の参考資料の６－１にあるのですけれども、こちらのパッケージの中に示されている事業の一つになります。経済的インセンティブの事業ということになります。その次のページのところです。この真ん中の赤い経済的インセンティブというところの、事業の一番上に書いてあるものになります。
　　こちらは、重点医師偏在対策支援区域というのをあらかじめ定めてから実施するということになっておりまして、昨年の６月から９月下旬くらいにかけて検討してまいりました。へき地の自治体の皆様や都医師会の皆様にご説明して、意見をいただきながら検討いたしまして、東京都の地対協と保険者協議会において実施を決定したというものになります。
　　都においては、この重点医師偏在対策支援区域、こちらをへき地というふうに設定いたしましたので、本日こちらの協議会で情報を共有し、併せて次年度に向けての予定をお話ししたく、お時間をいただいたということになります。
　　資料６をご覧いただきまして、簡単にご説明いたしますと、都道府県ごとに支援区域を設定して、その区域内におきまして診療所を承継または開業する場合に支援を行うという補助事業になっております。イメージとしましては、今ある診療所が閉院してしまって、継ぐ人がいなくてその地域に医師がいなくなってしまうような場合に、医療が継続するよう支援を行うと。そのための医師を確保するというものになっております。
　　事業の内容は次のページにございますが、施設整備、それから設備整備、地域への定着支援、こちら、運営費の補助ということになりますけれども、これを都と国で一定の割合を補助するということになっております。
　　次のページに行きまして、重点支援区域につきましての考え方なのですけれども、これは国が示している区域の考え方ですが、支援区域とは、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師が確保できなくて、人口減少よりも医療機関の減少のスピードのほうが早いという地域とされておりまして、要件は真ん中の四角にありますが、国の示す候補区域を基に、それから地域の実情に応じて、考慮すべき要素を考慮し、保険者協議会と地対協で協議をするというふうにされております。
その下のグレーのところなのですけれども、国の示す候補区域としましては、各県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏とされまして、都においては島しょ区域とされているところでございます。
また、その設定に当たっては、一番下のアからカに掲げる指標、可住地面積当たりの医師数とか、そういうものを考慮するとされているところでございます。
　　以上を踏まえまして、次のページですが、都の考え方としまして、真ん中の四角のところですけれども、国の候補の考え方に従いまして、まず島しょ区域を支援区域といたしまして、あわせて、独自の追加の区域としまして、奥多摩町、檜原村を追加、追加というか、追加して、都のへき地を支援区域ということで定めたところでございます。
　　このへき地の診療所に対する既存の国庫補助もございますが、こちらは都では公立を対象としているので民間は現在対象外ということで、今回この区域を設定して支援対象としたところです。
　　その下の、区域設定までの流れとありますが、この区域設定の際には、あらかじめへき地の町村へ意見照会を行わせていただきまして、その上で協議会のほうで協議して合意を得て、決定したということになります。
　　次のページをご覧いただきまして、今のように、支援区域を定めた後にその区域の中で対象となる診療所を選定ということになるのですが、その選定につきましても、ちょっと方法のほうをこちらで検討いたしまして、その診療所の開業・承継ということになりますと、地域の医療提供体制に過剰な影響を及ぼさないということが重要と考えまして、支援対象とする場合には、その診療所が所在または所在予定の自治体に意見を聞くというプロセスを設けたところでございます。
　　この事業につきましては、昨年の１０月ぐらいまで、三次募集まで行われたところなのですが、都においても募集をしたところなのですけれども、令和７年度、今年度実施したいという診療所はございませんでした。
　　今後、厚生労働省におきまして、令和８年度の予算案に引き続きこの事業を計上されておりまして、都においても同じように予算を要求しているところでございます。今後、都議会で予算を可決しまして、国から実施要綱等が示されましたら、東京都の支援区域であるへき地における診療所の支援事業について募集を行う予定としております。応募があった場合には、その地元自治体に当たる自治体のほうにご意見をいただきつつ検討いたしまして、補助対象とするということを予定しております。
　　また、今後、最初に見ていただきました医師偏在パッケージに示されている、複数ありますが、その経済的インセンティブ事業がございまして、医師派遣の支援に係るものなどがあるのですけれども、これが令和８年度に実施される予定となっております。まだ詳細は国から示されておりませんが、示されましたら対応していくこととなりますので、本事業と同様に、自治体や医師会のご意見をお聞きしつつ検討を進めていきたいと考えておるところでございます。
　　ご説明は以上です。
○古賀会長　ありがとうございました。
重点医師偏在対策支援区域というものを決めて、そこで診療所の継承・開業をする場合に支援をしていこうというようなところで、事務局のほうから今、説明がございました。
　　主に医療対策協議会の中での検討ということで、ただ、島しょへき地に関わることでございますので、皆様にも知っておいていただかなければいけないし、今後、調査等があるというようなところでございますが、何かご意見はございますでしょうか。
　山本委員、どうぞ。
○山本委員　自治医大の山本です。
ちょっと基本的なことで教えていただきたいことがあるのですけれども、先ほどの継承事業はランニングコスト、運営費の赤字補填もされる事業だと思っています。通常のへき地診療所に対する運営費補助との、へき地診療所とこの継承事業との、事業のデマケって、基本、どういうものになっているのか。ちょっと国の仕切りなのかもしれないのですけれども、この重点区域の事業と、従前のへき地診療所の運営費補助との使い分けとか対象地域とか考え方をちょっと教えていただければありがたいのですけども。
○古賀会長　事務局、よろしくお願いします。
○事務局（廣瀬）　既存のへき地の診療所の対象になっているものは対象としないとされておりまして、そうですね、今、東京都ではへき地の公立の診療所のほうが対象に、そちらの既存の補助対象となっておりますので、それ以外になりますので、基本、民間の診療所が対象ということになります。
○山本委員　分かりました。ありがとうございます。
　　私の理解だと、へき地診療所の運営事業は必ずしも民間が排除されていなかったようにも、ちょっと私の考え違いかもしれないのですけど、いずれにしても既存のものは対象にせずに、今後、継承が難しいものだけなっていくのかなというふうに感じて、ありがとうございました。
○古賀会長　ほかに何かご質問はございますでしょうか。よろしいでしょうか。
　　事務局、報告ありがとうございました。
　　それでは、続きまして、４番目の報告事項です。
　　医療救護活動訓練の実施について、資料の７ですかね。事務局のほうで説明をお願いいたします。
○事務局（岡田）　救急災害医療課の災害医療担当の岡田と申します。
　　私からは、今年度、新島村と合同で実施をいたしました総合防災訓練について、ご報告をさせていただきます。
資料７でございます。島しょ地域での総合防災訓練につきましては、前回は令和４年度に神津島村で合同で実施をしておりまして、新島村との合同実施につきましては平成２５年度以来ということでございました。
資料の上段は訓練全体の概要でございますけれども、災害対応力や関係機関間の連携力の向上、また、津波避難訓練ですとか避難所の設置運営訓練など、様々な訓練を実施することで住民の皆様の防災意識の醸成を図るということを目的といたしまして、１１月１５日に実施をしたところでございます。
　　参加機関は記載のとおりでございますけれども、全体で約１，５００名の方にご参加いただきまして、非常に大規模な訓練となったところでございます。
　　その中で、私どもの実施いたしました医療救護活動訓練でございますけれども、資料の下段に概要を記載させていただいてございます。南海トラフ地震が発生いたしまして多数の傷病者が発生したという想定の下、今回、実際に本村診療所を訓練の実施会場として使用させていただきまして、行わせていただきました。
　　参加機関は記載のとおり、診療所をはじめ、新島村の皆様のほか、応援医療チームといたしまして、都立広尾病院ですとか日本赤十字社の皆様、また自衛隊など、多くの機関にご参加をいただきましたほか、私どもの訓練では、訓練の患者役に一人一人症例を付与いたしまして、演技指導ですとかメイクも施した上で実施をしてございますけれども、今回の訓練では、新島高校の生徒、それから教員の皆様、約３０名の方に患者役としてご参加をいただきまして、全体では約１００名が参加した訓練となりました。
　　一番下の訓練内容でございますけれども、医療救護所の設置ということで、診療所の入り口の前にトリアージのエリアを設立いたしまして負傷者に対するトリアージを行い、診療所の中で資器材を用いながら、重症、中等症、軽症と、それぞれの症例に応じた医療処置を行いました。
　　また、通信訓練ということで、実働の訓練と連動させながら、医療チームの応援要請ですとか患者の搬送調整など、そういった連絡フローの確認、また、後方医療搬送訓練といたしまして、重症患者の島外搬送の流れの確認などを実施いたしました。
　　資料をおめくりいただきまして、裏面、実施結果でございますけれども、今回、診療所の皆様はじめ、新島村の皆様が訓練に向けて大変しっかりご準備くださったこと、また、患者役の皆様が本当に迫真の演技をしてくださいまして、実践さながらのリアルな訓練を実施することができました。
その中で、応援医療チームから、診療所の体制が確立をされていてスムーズに医療救護活動に参加できた。あるいは、地域と一体となった訓練を行うことができて、防災意識や医療活動への理解向上につながったというお声をいただいてございます。
　　また、今回、島しょ部での災害ということで、自衛隊機の活用というところにも焦点を当てまして、自衛隊のヘリの機内で医療救護活動、また、今回、血液製剤の搬送に係る検証など、新しい視点で訓練を行うこともできてございます。
　　また、患者の動線確保ですとか情報共有の在り方などについても気づきがございまして、今後につながる大変有意義な訓練になったというふうに考えてございます。
　　今回ちょっと画面共有のみで恐縮でございますけれども、当日の様子ということで幾つか写真のほうを挙げさせていただいております。今、共有をさせていただいているものでございますけども、一番上ですね。訓練会場ということで、本村診療所の前にトリアージのエリアを設けまして、右側の写真、トリアージエリアにおいて、患者役のトリアージを実施いたしました。トリアージを実施いたしまして、歩ける方は中に入っていただき、担架が必要な方につきましては左側、担架搬送ということで、診療所内に運び込みを行いました。
　　そのほか、右側の軽症処置エリアですとか、その下、中等症エリア、またその下、重症処置エリアということで、それぞれの症例に応じた、重症度に応じたエリアに搬送し、処置をしたという形になってございます。
　　また、その右側、自衛隊のヘリ、こちらＣＨ－４７でございますけれども、実際、日赤の応援医療チームの方、それから献血供給事業団の方に乗っていただいて、自衛隊機の中での振動ですとか騒音、そういったものも経験をいただいて、今後、実災害のときにどう活用できるかということを検証したという形になってございます。
　　島しょの総合防災訓練でございますけれども、来年度以降は毎年度実施が予定されてございまして、正式な発表はまだこれからでございますが、来年度は三宅村、御蔵島と合同で、医療救護活動訓練につきましては三宅島での実施を予定してございます。
　　今後、三宅村様はじめ、関係機関と調整いたしまして、実りのある訓練となるようにしっかりと準備を進めてまいりたいというふうに考えてございます。
　　簡単ではございますが、報告は以上となります。
○古賀会長　ありがとうございました。
　　島しょ地域は特に、内地の災害対策とは異なる形で対応していかないといけない。また、島によってもそれぞれ異なるような状況があるということで、なかなか難しいところがあるので、こういった訓練を重ねていくことが必要なのかなというふうに思っております。
　　新島村の植松委員、参加されたと思うのですが、何かコメント等、ございますでしょうか。
○植松委員　このたびの訓練に関しては、かなり実践に近い訓練になったのではないかということで、新島村の診療所としても、初めてあそこまで実践に近い訓練ができたということで、大変有意義な訓練になったと思っております。
　　所内の中でもいろいろ課題共有して、いろいろ、また引き続き同じような訓練を続けていければなというふうに思っていますので、今後も東京都さんをはじめ、よろしくお願いしたいというところです。
○古賀会長　ありがとうございました。
ほかの島しょ村長の方で、何かこの災害訓練等につきまして質問等がございましたら、お伺いできる時間が少しございますけれども、ちょうど来年度の三宅関係の委員はいらっしゃらないですね。
よろしいでしょうか。ぜひ有意義な訓練ができて、実践に近い形。
○古賀会長　宮崎委員、どうぞ。
○宮崎委員　すみません、すばらしい訓練だと思います。ありがとうございます。
　　今、東京都と東京都医師会とかで一生懸命やっているのは、災害関連死の防止ということで、要配慮者をどうするかというふうな取組をしておりまして、そういったこともこれから含めてやっていくような取組をされるといいかなというふうに思います。
　　以上です。
○古賀会長　ありがとうございました。
田尻委員、どうぞ。
○田尻委員　ちょっと発言させてください。
島の災害に対する訓練、非常にすばらしくやっていただいたのだなと思って、よかったなと思うのですけど、都内の医療救護活動ガイドラインのようなものは島にはございませんよね。ですので、島それぞれに災害医療の確保計画みたいなものを、多分、自治体の方がつくっておられて、それに沿って動いたということなのですか、この訓練って。
○事務局（岡田）　ご質問ありがとうございます。
確かに、医療救護活動ガイドライン、私ども定めてございまして、その中で島しょ地域に係る記載も少しございます。どういった流れで情報を得てというところはあるのですけれども、今回そういったものと、あと新島村の地域防災計画に基づいて去年訓練を実施をさせていただきました。また、今後、ガイドラインについて、様々、いろいろ改定、も見直しを図っていく中においては、いろんな視点を持ってそちらの記載のほうも充実させていきたいというふうに考えてございます。
　　ありがとうございます。
○田尻委員　普通の都内の状況と全く異なる環境ですし、島それぞれで全く立ち位置も違うようなところがございますので、ぜひその辺り、個別に災害時の計画をつくっていただきたいと思っています。
　　うちの病院ではＢＣＰの作成などのお手伝いもさせていただいておりまして、一部の島の方から、島のＢＣＰのお手伝いをというようなお声もございまして、できればそういったところもぜひお手伝いさせていただきたいなというふうに思っておりますので、ぜひ行政のほうも頑張って、その辺り、早急につくっていただければというふうに思います。
　　以上です。
○古賀会長　貴重なご意見ありがとうございました。
ほかに何かご意見はございますでしょうか。
あまり時間もございませんけれども、それでは、全く本日の議題等に関係なくても何か、この皆様が集まる機会が少ないお顔が見える中で、何かこれだけは言っておきたいなというようなことがございましたら、この機会を逃さずに、何かございませんでしょうか。よろしいでしょうか。
　　それでは、一応、ほぼ時間どおりに協力いただきましてありがとうございました。
以上で本日の議題は終了となりますが、本当に皆様のたくさんのご意見をいただきまして、ありがとうございました。
　　本日の協議会、以上といたしたいと思います。
事務局のほうへマイクをお返しいたします。よろしくお願いします。
○事務局（江口）　古賀会長、進行のほう、ありがとうございました。
そして、委員の皆様方、様々な観点から貴重なご意見をいただきまして誠にありがとうございます。
　　本日いただいたご意見を踏まえまして、今後も引き続き、へき地医療対策の充実に努めてまいりたいと思います。
皆様方におかれましては、今後ともご協力のほど、よろしくお願いいたします。
　　それでは、本日の協議会はこれにて閉会とさせていただきます。長時間にわたり、どうもありがとうございました。
（午後６時５７分　閉会）
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